
測定結果の概要

１、報告状況について
　　　（大気基準適用施設）
　　　令和８年３月末において報告義務のある事業場は、ありません。
　　　（水質基準適用施設）
　　　令和８年３月末において報告義務のある事業場は、１事業場あり、測定結果の報告がありました。

２、排出基準等適合状況について
　　令和８年５月末までに報告を受けた事業場の測定結果は、すべての排出基準等を下回っていました。

○水質基準適用施設（下水道終末処理場）

測定結果
(pg-TEQ/L)

基準

1
南大阪湾岸流域下水道
中部水みらいセンター

貝塚市二色南町６－１ 1
令和７年
８月26日

0.00069 10

備　考

ダイオキシン類（排出水）
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下水道終末処理施設


